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日
々
激
し
い
変
化
を
続
け
る
中
国
に

お
い
て
、
高
齢
者
問
題
は
ま
す
ま
す
深

刻
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
末
に

は
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
が
一
億

六
七
〇
〇
万
人
に
達
し
、
総
人
口
の
一

二
・
五
％
を
超
え
た
。
今
後
の
中
国
は
、

「
高
齢
化
・
老
齢
化
・
空
巣
化（
コ
ン 

チ
ャ

オ 

ホ
ウ
ァ
）」
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
に
向

か
っ
て
進
ん
で
い
く
と
予
測
さ
れ
て
い

る
。

　
本
稿
で
は
、
中
国
の
市
場
化
改
革
と

高
齢
化
お
よ
び
高
齢
者
に
置
か
れ
た
状

況
と
の
相
関
関
係
を
分
析
し
、
そ
の
背

景
の
も
と
で
構
築
さ
れ
た
高
齢
者
生
活

保
障
シ
ス
テ
ム
の
課
題
を
指
摘
す
る
。

ま
た
、
市
場
化
改
革
と
共
に
、
高
齢
者

政
策
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
見
ら

れ
た
多
元
主
義
的
な
側
面
を
議
論
す

る
。

一
．
中
国
の
高
齢
化
お
よ
び
高
齢

者
の
状
況

　
中
国
の
「
高
齢
化
」
に
つ
い
て
中
国

老
齢
工
作
委
員
会
が
提
示
し
た
デ
ー
タ

に
よ
る
と
、
二
〇
〇
一
〜
二
一
〇
〇
年

ま
で
の
一
〇
〇
年
間
で
高
齢
化
は
三
つ

の
ピ
ー
ク
期
を
迎
え
る
。
第
一
の
ピ
ー

ク
期
は
、「
急
速
な
高
齢
化
段
階
」
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
一
〜
二
〇

二
〇
年
ま
で
の
間
に
、
高
齢
者
が
毎
年

お
よ
そ
五
九
六
万
人
ず
つ
増
加
し
、
二

〇
二
〇
年
に
は
高
齢
者
人
口
が
二
億
四

八
〇
〇
万
人
に
な
る
。
第
二
の
ピ
ー
ク

期
は
、「
加
速
高
齢
化
段
階
」
で
あ
る
。

二
〇
二
一
〜
二
〇
五
〇
年
ま
で
高
齢
者

が
毎
年
六
二
〇
万
人
ず
つ
増
加
し
（
一

九
六
〇
年
代
の
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム

の
影
響
）、
人
口
が
減
少
に
転
じ
る
人

口
減
少
社
会
に
突
入
す
る
。
二
〇
三
〇

年
ま
で
に
高
齢
者
人
口
は
二
億
七
〇
〇

〇
万
人
に
達
し
、
〇
〜
一
四
歳
の
少
年

人
口
と
等
し
く
な
る
。
二
〇
五
〇
年
に

は
高
齢
者
人
口
は
四
億
人
を
超
え
る
。

第
三
の
ピ
ー
ク
期
は
「
重
度
高
齢
化
段

階
」
で
あ
る
。
二
〇
五
〇
〜
二
一
〇
〇

年
ま
で
の
間
に
、
高
齢
者
は
少
年
人
口

の
二
倍
に
あ
た
る
四
億
三
七
〇
〇
万
人

に
増
え
る
。

　
こ
う
し
た
高
齢
化
の
主
な
要
因
と
し

て
、
一
九
五
〇
〜
一
九
七
〇
年
代
ま
で

の
間
に
起
こ
っ
た
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
増
加

の
一
途
を
た
ど
る
人
口
を
抑
制
す
る
た

め
に
一
九
七
九
年
に
導
入
さ
れ
た
一

人
っ
子
政
策
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

　「
老
齢
化
」
と
は
、
中
国
語
の
意
味

合
い
か
ら
解
釈
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
八

〇
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
の
増
加
を
指

す
こ
と
と
な
る
。
二
〇
〇
九
年
の
統
計

に
よ
る
と
八
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
は
一

八
九
九
万
人
に
達
し
、
六
〇
歳
以
上
高

齢
者
人
口
の
一
一
・
四
％
を
占
め
る
。

さ
ら
に
中
国
老
齢
工
作
委
員
会
の
予
測

で
は
、「
重
度
高
齢
化
段
階
」
に
お
け

る
後
期
高
齢
者
の
占
め
る
割
合
は
三

〇
％
ま
で
に
拡
大
す
る
。「
老
齢
化
」

の
傾
向
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
後
、
国

民
生
活
水
準
の
向
上
や
医
療
の
進
歩
に

よ
っ
て
平
均
寿
命
が
著
し
く
の
び
た
こ

と
と
関
連
す
る
。
二
〇
〇
九
年
末
の
時

点
で
の
中
国
の
平
均
寿
命
は
七
三
歳
、

ま
た
八
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
の
要
介
護

率
は
約
二
〇
％
で
、
今
後
、
高
齢
者
ケ

ア
の
問
題
は
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

　
ま
た
、「
空
巣
化
」
と
い
う
の
は
、

近
年
、
中
国
の
社
会
学
者
た
ち
が
よ
く

用
い
る
用
語
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
独
り

暮
ら
し
、
ま
た
は
老
夫
婦
の
み
の
世
帯

の
急
増
を
意
味
す
る
。
現
在
、
こ
の
よ

う
な
高
齢
者
世
帯
は
高
齢
者
が
い
る
世

帯
の
五
〇
％
を
超
え
、
上
海
、
北
京
な

ど
の
都
市
部
は
す
で
に
七
〇
％
を
超
え

た
と
い
う
。

　「
空
巣
」
高
齢
者
世
帯
が
出
現
し
始
め

た
の
は
一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
都
市
部

で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
都
市
化
と
核
家

族
化
の
進
行
や
農
村
で
の
若
者
の
出
稼

ぎ
に
伴
い
、「
空
巣
」
高
齢
者
世
帯
の
急

増
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
空

巣
」
高
齢
者
世
帯
を
生
み
出
し
た
社
会

的
な
原
因
は
、
子
ど
も
が
都
会
や
海
外

な
ど
に
出
稼
ぎ
に
で
た
こ
と
、
経
済
の

急
速
な
発
展
に
伴
い
、
中
流
生
活
を
志

向
す
る
若
い
世
代
が
住
居
を
持
つ
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
、
高
齢
者
に
自

立
で
き
る
経
済
力
が
付
い
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
な
る
べ
く
自
立
し
て
子
ど
も

に
負
担
を
か
け
た
く
な
い
と
い
う
意
識

が
芽
生
え
た
こ
と
、
ま
た
世
代
間
の
価

値
観
の
違
い
か
ら
、
三
世
代
同
居
が
難

し
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

中
国
高
齢
者
の

生
活
保
障
制
度
の
構
築

沈
　
潔
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二
．
高
齢
者
の
生
活
保
障
に
お
け

る
課
題

　
高
齢
者
の
生
活
保
障
に
お
け
る
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
の
な
か
で
は
、
高
齢
者
を

対
象
と
す
る
社
会
保
障
制
度
が
整
備
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
高

齢
者
の
貧
困
お
よ
び
格
差
問
題
に
注
目

を
引
い
た
。
つ
ま
り
著
し
い

経
済
発
展
の
成
果
を
い
か
に

高
齢
者
福
祉
の
推
進
に
繋
げ

る
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

以
下
そ
の
問
題
の
構
造
を
分

析
し
て
み
よ
う
。

⑴ 

基
礎
養
老
年
金
制
度
構
築

の
課
題

　
二
〇
〇
九
年
末
の
時
点
で
、

六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口

は
す
で
に
一
億
六
七
〇
〇
万

人
に
達
し
て
い
る
。
し
か
し
、

基
礎
年
金
養
老
制
度
の
恩
恵

を
受
け
る
高
齢
者
人
口
は
七

〇
〇
〇
万
人
に
足
ら
ず
、
す

な
わ
ち
約
九
〇
〇
〇
万
人
が

無
年
金
、
無
保
険
の
状
況
に

置
か
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
基
礎
養
老
年
金
制

度
の
状
況
を
事
例
に
み
て
み

る
。

　
都
市
部
の
基
礎
養
老
年
金

制
度
の
改
革
と
し
て
一
九
九

七
年
七
月
、
国
務
院
は
「
関

于
建
立
統
一
的
企
業
職
工
基
本
養
老
保

険
制
度
的
決
定
」（
企
業
職
員
・
労
働

者
の
統
一
的
な
基
本
養
老
保
険
制
度
の

確
立
に
関
す
る
決
定
）
を
公
布
し
、「
個

人
口
座
へ
の
積
立
と
賦
課
方
式
に
よ
る

社
会
プ
ー
ル
か
ら
の
拠
出（
基
礎
年
金
）

の
二
本
建
て
で
構
成
さ
れ
た
年
金
改
革

案
を
都
市
部
に
お
い
て
全
面
的
に
導
入

し
た
。

　
そ
の
運
用
状
況
は
図
1
に
示
す
通
り

で
あ
る
。
年
金
加
入
者
の
推
移
を
見
る

と
、
基
礎
養
老
年
金
制
度
を
導
入
す
る

前
の
一
九
九
五
年
で
は
九
五
〇
一
万
八

〇
〇
〇
人
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
七
年

七
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
新
し
い
年
金
制

度
に
企
業
が
抵
抗
を
示
し
た
た
め
一
九

九
八
年
に
は
一
時
的
に
八
四
七
五
万
八

〇
〇
〇
人
に
減
少
し
た
。
そ
の
後
、
政

策
の
調
整
に
よ
っ
て
年
々
増
加
し
、
二

〇
〇
〇
年
に
一
億
四
四
七
万
五
〇
〇
〇

人
、
二
〇
〇
六
年
に
一
億
四
一
三
〇
万

人
、
二
〇
〇
八
年
に
一
億
六
五
八
七
万

人
に
ぼ
っ
た
。
受
給
者
数
の
増
減
は
一

九
九
五
年
に
二
三
五
八
万
三
〇
〇
〇

人
、
一
九
九
八
年
に
一
〇
八
六
万
六
〇

〇
〇
人
に
激
減
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
に

三
三
八
〇
万
六
〇
〇
〇
人
に
急
増
し
、

二
〇
〇
六
年
に
四
六
三
五
万
人
、
二
〇

〇
八
年
に
五
三
〇
三
万
六
〇
〇
〇
人
に

な
っ
た
。

　
一
方
、
高
齢
者
人
口
の
約
七
割
を
占

め
る
農
村
部
で
は
、
公
的
年
金
制
度
は

ほ
と
ん
ど
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
一
九

八
六
年
か
ら
農
村
養
老
保
険
制
度
の
導

入
に
関
す
る
検
討
が
始
ま
り
、
一
九
九

一
年
に
「
県
級
農
村
社
会
養
老
保
険
基

本
方
案
」
が
発
布
さ
れ
る
と
普
及
段
階

に
入
っ
た
。
し
か
し
、
保
険
料
徴
収
に

対
す
る
抵
抗
感
が
強
く
、
加
入
者
の
伸

び
に
悩
ん
だ
。
一
方
、
経
済
水
準
が
比

較
的
高
い
農
村
部
で
は
、
郷
鎮
企
業
従

業
者
も
含
め
た
任
意
加
入
、
積
立
方
式

に
よ
る
農
村
養
老
保
険
の
加
入
率
が
上

が
る
傾
向
も
あ
る
。
表
1
の
よ
う
に
一

九
九
七
年
の
ピ
ー
ク
期
に
全
国
二
九
〇

〇
県
の
う
ち
二
一
二
三
県
に
同
制
度
が

導
入
さ
れ
、
加
入
者
は
そ
の
時
点
で
八

二
〇
〇
万
人
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
の
後
、

脱
退
者
が
大
量
に
出
現
し
、
二
〇
〇
八

年
に
再
び
増
加
し
た
と
い
う
曲
折
が
あ

る
。
一
方
、
年
金
受
給
者
数
が
二
〇
〇

七
年
以
後
、
急
増
し
、
二
〇
〇
九
年
末

に
は
一
五
五
六
万
人
の
農
民
が
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
農
村
養
老
保
険
制
度
は
、
ス
タ
ー
ト

し
た
段
階
で
は
個
人
納
付
保
険
料
を
柱

に
、
県
、
郷
鎮
の
地
方
自
治
財
政
が
そ

れ
を
主
と
し
て
補
い
、
国
家
が
一
部
負

担
す
る
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
長
い
間
、
国
家
財
政
は
農
村

養
老
保
険
向
け
に
支
出
さ
れ
な
か
っ

た
。
再
分
配
機
能
を
も
っ
て
い
な
い
、

自
助
努
力
が
基
本
理
念
で
あ
っ
た
。

　
農
村
養
老
保
険
制
度
の
普
及
の
う
え

で
阻
害
と
な
っ
た
要
因
は
、
ひ
と
つ
め

は
定
期
的
な
納
付
が
困
難
な
農
民
が
多

い
こ
と
で
、
こ
れ
は
定
期
的
な
現
金
収

入
が
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
二
つ

め
の
理
由
は
農
村
か
ら
の
出
稼
ぎ
労
働

者
が
年
々
増
え
、
都
市
に
残
る
か
、
故

郷
に
帰
る
か
と
い
う
不
確
定
な
要
素
が

多
い
た
め
成
り
行
き
を
見
な
が
ら
決
め

る
人
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

　
農
村
養
老
保
険
加
入
率
低
下
の
問
題

を
解
決
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
九
年
に

個
人
積
み
立
て
を
加
え
、
中
央
政
府
、

地
方
自
治
体
の
負
担
で
月
五
五
元
（
約

七
〇
〇
円
）
を
支
給
す
る
「
農
村
基
礎

表1　農村部における基礎養老年金加入者数の推移
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

年金加入者(万人) 8,200 8,025 8,000 6,172 5,995 5,462 5,428 5,378 5,442 5,374 5,171 5,595 8,691

保険金残高(億元) NA NA NA 196 216 233 259 285 310 354 412 499 681

年金受給者(万人) NA NA NA NA NA NA 198 205 302 355 392 512 1,556

（出所）中華人民共和国人力資源和社会保障部「社会保障事業発展統計公報」より作成（http://w1.mohrss.gov.cn/gb/zwxx/node_5436.htm）。

年金加入者
年金受給者

20082007200620052004200320022001200019981995

20,000

15,000

10,000

5,000

0

図1　都市部における職工基本養老年金加入者・受給者の推移

（出所）中国労働社会保障部編『労働と社会保障統計年鑑』各年より。
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年
金
制
度
」
を
テ
ス
ト
地
域
で
導
入
し

は
じ
め
た
。
従
っ
て
自
助
努
力
の
基
本

理
念
が
公
的
責
任
へ
と
傾
斜
し
始
め
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
農
村

部
の
高
齢
者
が
社
会
保
障
を
受
け
ら
れ

る
と
い
う
目
標
ま
で
の
道
の
り
は
遥
か

に
遠
い
。

⑵
高
齢
者
の
貧
困
お
よ
び
格
差
問
題

　
高
齢
者
の
貧
困
問
題
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
た
の
は
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て

か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
中
国
老
齢
科
研

セ
ン
タ
ー
が
行
っ
た
『
中
国
城
郷
老
年

人
口
一
次
抽
様
調
査
』
の
分
析
に
よ
っ

て
、
二
〇
〇
〇
年
度
の
貧
困
高
齢
者
人

口
は
二
二
七
四
万
八
〇
〇
〇
人
を
超

え
、
高
齢
者
総
人
口
の
一
七
・
五
％
を

占
め
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
ま
た
、

貧
困
高
齢
者
人
口
は
、
内
陸
地
域
に
集

中
し
、
こ
れ
に
対
し
て
大
都
会
や
沿
海

地
域
の
貧
困
高
齢
者
人
口
は
少
な
い
と

分
析
さ
れ
た
。
ま
た
農
村
地
域
に
お
け

る
高
齢
者
の
絶
対
貧
困
率
が
都
市
部
よ

り
高
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。（
中
国

で
は
貧
困
率
の
一
般
的
な
測
定
方
法

は
、
一
世
帯
平
均
所
得
の
三
〇
〜
三

五
％
以
下
に
あ
る
家
庭
の
割
合
を
求
め

る
も
の
で
あ
る
。）

　
実
は
現
在
も
そ
の
問
題
が
依
然
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
に
中

国
老
齢
科
研
セ
ン
タ
ー
が
再
び
行
っ
た

追
跡
調
査
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
収
入
が

最
低
生
活
保
障
ラ
イ
ン
以
下
の
高
齢
者

は
都
市
部
に
お
い
て
約
二
〇
％
、
農
村

部
に
お
い
て
は
二
七
％
を
占
め
る
。
つ

ま
り
高
齢
者
の
四
人
に
一
人
は
貧
困
者

と
な
る
。

　
高
齢
者
に
関
す
る
貧
困
問
題
の
な
か

で
、
も
う
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
現
象
は

女
性
高
齢
者
の
貧
困
問
題
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
調
査
デ
ー
タ
か
ら
見
れ
ば
、

都
市
の
男
性
の
高
齢
者
で
貧
困
状
態
に

あ
る
人
は
六
・
三
％
に
す
ぎ
な
い
の
に

対
し
、
女
性
の
場
合
は
二
三
・
四
％
で

あ
る
。
農
村
で
も
貧
困
高
齢
者
は
、
男

性
が
一
七
・
一
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

女
性
は
二
〇
・
四
％
に
達
し
て
い
る
。

（
全
国
老
齢
工
作
委
員
会﹇
二
〇
〇
四
﹈、

王
徳
文
﹇
二
〇
〇
五
﹈）

　
ま
た
、
経
済
保
障
、
健
康
、
社
会
地

位
な
ど
に
お
い
て
も
、
女
性
が
男
性
よ

り
不
利
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。

　
高
齢
者
貧
困
お
よ
び
格
差
の
要
因
に

つ
い
て
研
究
者
ら
は
い
く
つ
か
の
視
点

を
提
起
し
て
い
る
。

　
高
齢
者
の
貧
困
の
現
状
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
現
金

収
入
が
な
い
或
い
は
少
な
い
た
め
、
衣

食
な
ど
最
低
限
の
生
活
が
保
障
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
絶
対
的
貧
困
。
医
療
保

障
が
な
い
た
め
、大
病
、難
病
に
か
か
っ

て
貧
困
に
落
ち
る
と
い
う
「
因
病
致

貧
」。
住
宅
の
商
品
化
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
「
住
ま
い
の
な
い
貧
困
」。

高
齢
者
差
別
、
高
齢
者
虐
待
問
題
に

よ
っ
て
も
た
さ
れ
た
貧
困
。
文
化
的
、

精
神
的
な
支
援
の
欠
如
に
よ
る
精
神
的

な
貧
困
等
で
あ
る
。
中
国
の
高
齢
者
世

帯
の
貧
困
は
、
お
も
に
社
会
保
険
制
度

の
不
備
や
家
族
扶
養
文
化
の
急
速
な
崩

壊
に
よ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
白

樺﹇
二
〇
〇
二
﹈、王
徳
文﹇
二
〇
〇
五
﹈）

　
ま
た
、
そ
の
要
因
と
し
て
以
下
の
点

が
指
摘
で
き
る
、
第
一
に
都
市
と
農
村

の
間
に
存
在
す
る
二
重
構
造
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
農
村
地
域
高
齢
者
の
貧

困
問
題
。
第
二
に
急
速
な
産
業
構
造
改

革
や
社
会
構
造
改
革
の
な
か
で
、
高
齢

者
が
排
除
さ
れ
て
貧
困
生
活
に
陥
っ
た

こ
と
。
第
三
は
経
済
発
展
を
優
先
し
た

社
会
保
障
制
度
の
改
革
に
よ
り
、
生
活

保
障
に
お
け
る
新
た
な
不
平
等
が
生
じ

た
こ
と
で
あ
る
。

三
．
市
場
経
済
改
革
や
社
会
主
義

政
治
体
制
的
な
要
因

　
中
国
に
お
け
る
高
齢
化
や
高
齢
者
問

題
に
は
、
単
な
る
人
口
高
齢
化
、
社
会

構
造
変
動
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
市

場
経
済
改
革
や
社
会
主
義
政
治
体
制
的

な
要
因
な
ど
が
関
係
す
る
。

　
社
会
主
義
計
画
経
済
期
の
年
金
・
医

療
保
険
制
度
で
は
、
社
会
主
義
国
家
の

理
念
お
よ
び
国
有
制
度
と
の
結
び
つ
き

が
強
く
、
独
自
性
が
極
め
て
強
い
。
当

時
の
年
金
制
度
の
特
徴
と
し
て
以
下
の

三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一

は
保
険
料
が
個
人
納
付
な
し
、
財
政
方

式
が
積
立
式
で
は
な
く
、
賦
課
式
で
あ

る
こ
と
。
そ
れ
は
、
一
種
の
企
業
・
国

家
保
障
制
度
と
み
ら
れ
る
。
第
二
は
養

老
金
の
受
給
条
件
と
給
付
水
準
は
納
付

し
た
保
険
料
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

勤
続
年
数
と
定
年
直
前
の
標
準
賃
金
に

よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
国

に
対
す
る
忠
誠
心
、
社
会
に
対
す
る
貢

献
度
が
ひ
と
つ
の
基
準
と
な
っ
て
い

た
。
第
三
は
就
職
す
れ
ば
自
動
的
に
保

険
制
度
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
点
で

あ
る
。
年
金
・
医
療
保
障
に
お
い
て
都

市
部
の
カ
バ
ー
率
は
九
〇
％
以
上
に
確

保
さ
れ
極
め
て
高
い
。
給
付
が
確
定
給

付
型
と
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
市
場
経
済
化
が
進
む
な

か
、
社
会
主
義
計
画
経
済
期
の
生
活
保

障
制
度
は
な
り
立
た
な
く
な
っ
た
。
一

九
九
〇
年
代
に
本
格
的
に
展
開
さ
れ
た

年
金
、
医
療
保
険
制
度
の
改
革
に
お
い

て
保
険
料
は
、
個
人
納
付
な
し
か
ら
政

労
使
三
者
の
拠
出
に
よ
る
構
成
へ
と
改

め
ら
れ
た
。
納
付
は
個
人
が
給
与
の
四

〜
八
％
、
企
業
が
給
与
の
二
〇
％
を
保

険
者
で
あ
る
政
府
に
払
い
込
む
形
式
で

あ
る
。
保
険
者
で
あ
る
政
府
は
、
個
人

負
担
の
四
〜
八
％
と
合
わ
せ
て
、
企
業

負
担
の
二
〇
％
中
の
三
％
を
個
人
別
の

個
人
口
座
に
積
み
立
て
る
。
そ
し
て
、

残
り
の
一
七
％
の
企
業
負
担
金
に
つ
い
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て
は
社
会
プ
ー
ル
基
金
に
積
み
立
て

る
。
定
年
退
職
後
、
社
会
プ
ー
ル
基
金

か
ら
基
本
年
金
（
前
年
度
当
該
地
域
月

収
入
の
二
〇
％
）、
個
人
口
座
か
ら
上

乗
せ
分
（
当
該
口
座
に
積
み
立
て
た
総

額
の
一
二
〇
分
の
一
）
を
給
付
す
る
。

　
同
じ
時
期
に
新
設
さ
れ
た
農
村
養
老

保
険
制
度
も
、
個
人
口
座
の
積
立
方
式

を
採
択
し
、個
人
の
納
付
保
険
料
と
県
、

郷
鎮
の
補
助
金
を
す
べ
て
個
人
口
座
に

積
み
立
て
る
と
い
う
方
式
で
あ
っ
た
。

　
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
社
会
保

障
制
度
の
改
革
の
特
徴
と
し
て
は
、
国

家
責
任
を
縮
小
し
、
個
人
・
市
場
の
責

任
を
拡
大
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
な
か

で
社
会
保
障
の
効
率
性
や
個
人
責
任
を

追
求
す
る
あ
ま
り
、
社
会
保
障
制
度
に

公
平
性
や
統
一
性
を
欠
く
と
い
う
問
題

が
露
呈
し
始
め
た
。
ま
た
医
療
改
革
、

年
金
改
革
に
伴
い
、
医
療
費
の
高
騰
、

失
業
率
の
増
加
、
高
齢
者
の
貧
困
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
が
立
ち
現
れ

た
。

　
一
方
、
社
会
保
障
改
革
の
進
展
に

よ
っ
て
中
央
ト
ッ
プ
に
お
け
る
各
利
害

関
係
の
権
力
や
緊
張
関
係
が
顕
在
化

し
、
政
策
決
定
の
過
程
で
多
元
主
義
的

な
側
面
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

特
に
二
〇
〇
三
年
の
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
流
行
を

契
機
に
、
社
会
保
障
に
お
け
る
国
家
責

任
や
社
会
的
公
正
が
重
視
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
な
ど
の
言
説
が
主
流
と
な
っ

た
。
そ
の
言
説
の
主
旨
は
、
現
在
中
国

が
抱
え
て
い
る
格
差
や
貧
困
問
題
な
ど

の
原
因
は
行
き
過
ぎ
た
市
場
原
理
主
義

に
あ
り
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
領
域
に
お
け

る
政
府
の
関
与
は
縮
小
さ
せ
る
べ
き
で

は
な
く
、
む
し
ろ
一
層
強
化
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
つ
な
が
る
成
果
と
し
て
、
二

〇
〇
七
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
第
一

七
回
全
国
代
表
大
会
の
政
府
報
告
の
な

か
で
、
城
（
都
市
）
と
郷
（
農
村
）
を

カ
バ
ー
す
る
生
活
保
障
シ
ス
テ
ム
の
構

築
と
整
備
が
当
面
の
重
要
課
題
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
具
体
的
に
は
、
基
礎
年
金
、
基
礎

医
療
、
最
低
生
活
保
障
制
度
を
充
実
さ

せ
な
が
ら
、
社
会
保
険
・
社
会
救
済
・

社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
整
備
し
て
い
く

仕
組
み
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
公
正
な
分

配
、
都
市
・
農
村
の
格
差
の
縮
小
、
全

国
民
を
視
野
に
お
い
た
社
会
保
障
の
統

合
」
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

胡
錦
涛
政
権
は
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
農

民
を
含
む
国
民
全
体
を
対
象
と
す
る

「
普
恵
型
」（
低
水
準
の
国
民
皆
医
療
、

皆
保
険
）
生
活
保
障
制
度
を
実
現
す
る

と
も
明
言
し
、経
済
成
長
に
偏
っ
た「
経

済
発
展
」
か
ら
人
間
本
位
の
「
科
学
的

発
展
」
へ
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
強
調
し
、「
民
生
」（
国
民
生
活
）
施

政
理
念
を
体
系
的
に
論
じ
た
。

　
そ
れ
は
高
齢
者
保
障
生
活
制
度
の
構

築
の
過
程
で
、
国
家
責
任
体
制
か
ら
個

人
責
任
体
制
へ
と
移
行
し
た
後
、
再
び

国
家
責
任
体
制
を
強
化
し
た
う
え
、
国

家
・
社
会
・
個
人
責
任
の
連
携
体
制
へ

組
み
込
む
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
。

四
．
お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
高
齢

者
生
活
保
障
制
度
の
構
築
の
過
程
で
い

く
つ
か
の
変
容
が
起
こ
っ
て
き
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
改
革
開
放
以
来
、
中
国
は
政
治
体
制

へ
の
衝
撃
を
極
力
避
け
、
経
済
成
長
と
い

う
目
標
を
追
求
す
る
こ
と
で
現
行
政
治

体
制
の
正
統
性
を
証
明
し
よ
う
と
し
て

き
た
。
し
か
し
、
生
存
権
と
い
う
理
念
が

抜
け
落
ち
た
社
会
保
障
制
度
は
、
や
は
り

破
綻
を
免
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
訳
で
、

政
治
に
対
し
正
面
か
ら
の
変
革
を
迫
る

の
で
は
な
く
、
高
齢
者
生
活
と
い
う
身
近

な
ニ
ー
ズ
や
要
望
の
面
か
ら
変
化
を
推

し
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
官
僚
主
義
的
な
政
策
決
定
の

過
程
が
改
め
ら
れ
、
多
元
主
義
的
な
性

格
が
強
ま
っ
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。
以

前
は
、
党
と
政
府
が
一
体
化
し
、
党
に

よ
る
代
行
と
い
う
政
策
決
定
体
制
が
形

成
さ
れ
て
お
り
、
政
策
決
定
の
過
程
は

上
か
ら
下
へ
と
言
っ
た
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン

方
式
で
不
透
明
だ
っ
た
。
し
か
し
二
〇

〇
三
年
の
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
危
機
以
後
の
プ
ロ

セ
ス
で
は
、
福
祉
政
策
の
決
定
過
程
に

多
元
化
の
側
面
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
政
治
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が

部
分
的
に
見
ら
れ
た
が
、
一
応
、
国
民

に
よ
る
政
策
策
定
へ
の
関
与
を
拒
否
で

き
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
し
ん
　
け
つ
／
日
本
女
子
大
学
　
人
間

社
会
学
部
）
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